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第
三
十
八
号
　
福
祉
関
係
事
業

社
会
福
祉
に
つ
い
て

①
生
活
保
護
事
業
は
、
社
会
福
祉
法
に

基
づ
き
、
合
併
時
に
、
新
市
に
お
い

て
実
施
す
る
。

②
地
域
福
祉
計
画
は
、
合
併
後
一
年
以

内
に
策
定
す
る
。

③
戦
没
者
追
悼
式
は
、
合
併
時
に
、
遺

族
会
で
実
施
す
る
よ
う
調
整
す
る
。

④
民
生
委
員
協
議
会
の
事
務
局
は
、
合

併
時
に
、（
福
）
社
会
福
祉
協
議
会

に
置
く
。

⑤
日
本
赤
十
字
社
関
係
は
、
合
併
時
に
、

新
市
に
お
い
て
実
施
す
る
。

⑥
（
福
）
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
補
助

金
は
、
合
併
時
ま
で
に
（
福
）
社
会

福
祉
協
議
会
の
事
情
を
尊
重
し
な
が

ら
調
整
す
る
。

⑦
（
福
）
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
委
託

は
、
地
域
の
実
情
を
考
慮
し
、
合
併

時
ま
で
に
（
福
）
社
会
福
祉
協
議
会

と
速
や
か
に
調
整
し
、
新
市
に
お
い

て
実
施
す
る
。

⑧
無
縁
墓
地
管
理
は
、
地
域
の
実
情
を

考
慮
し
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引

き
継
ぐ
。

⑨
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
費
補

助
金
は
、
合
併
時
に
、
中
伊
豆
町
の

例
に
よ
り
統
一
す
る
。

⑩
次
の
事
務
事
業
は
、
合
併
時
に
、
修

善
寺
町
の
例
に
よ
り
統
一
す
る
。

○
行
路
困
窮
者
措
置
費
法
外
援
助
（
行

旅
人
）
○
勤
労
者
住
宅
建
設
利
子
補

給
制
度

⑪
次
の
事
務
事
業
は
、
四
町
差
異
が
な

い
た
め
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引

き
継
ぐ
。

○
同
和
対
策
事
業
○
人
権
擁
護
委
員

第
十
回
合
併
協
議
会

6
月
4
日(

水)

修
善
寺
町

協
議
事
項

◆合併協議会のホームページ http://www.izucity.jp（http://www.shuzenji.kyogikai.mishima.shizuoka.jp/gappei/）

※
　
　
の
表
示
は
、
協
定
項
目
が
決
定
し
た
も
の

活
動
○
勤
労
者
対
策
○
民
生
委
員
推

薦
会

⑫
次
の
事
務
事
業
は
、
国
・
県
の
福
祉

制
度
等
に
準
拠
し
、
新
市
に
お
い
て

実
施
す
る
。

○
災
害
弔
慰
金
、
災
害
障
害
児
見
舞

金
支
給
事
業
○
災
害
援
護
資
金
貸
付

事
業
○
災
害
見
舞
金
支
給
事
業

以
上
の
十
二
点
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

第
三
十
九
号
　
福
祉
関
係
事
業

高
齢
者
福
祉
に
つ
い
て

①
高
齢
者
福
祉
計
画
は
、
合
併
後
二
年

以
内
に
策
定
す
る
。

②
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
施
設

等
の
実
情
を
考
慮
し
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

③
高
齢
者
福
祉
施
設
等
の
補
助
金
は
、

社
会
福
祉
施
設
等
の
実
情
を
考
慮
し
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

④
生
き
が
い
活
動
支
援
通
所
事
業
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

合
併
後
社
会
福
祉
法
人
等
に
委
託
す

る
よ
う
調
整
す
る
。

⑤
敬
老
会
は
、
対
象
年
齢
を
75
歳
以
上

と
し
、
段
階
的
に
調
整
す
る
。
敬
老

祝
い
金
等
は
修
善
寺
町
の
例
に
よ
り

統
一
し
、
開
催
方
法
は
旧
町
ご
と
と

す
る
。

⑥
家
族
介
護
用
品
の
支
給
事
業
は
、
国

又
は
県
等
が
定
め
る
制
度
に
準
拠
し
、

修
善
寺
町
の
例
に
よ
り
、
合
併
時
ま

で
に
調
整
し
、
新
市
に
お
い
て
実
施

す
る
。

⑦
介
護
手
当
支
給
事
業
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
に
、
天
城
湯
ケ
島
町
の
例
に

よ
り
統
一
す
る
。

⑧
次
の
事
務
事
業
は
、
合
併
時
ま
で
に

調
整
し
、
新
市
に
お
い
て
実
施
す
る
。

○
軽
度
生
活
援
助
事
業
○
介
護
予
防

事
業
○
家
族
介
護
者
教
室
○
高
齢
者

等
に
対
す
る
施
設
利
用
助
成

⑨
次
の
事
務
事
業
は
、
合
併
時
に
修
善

寺
町
の
例
に
よ
り
統
一
す
る
。

○
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
事
業
○
寝

職　種 報酬額 職　種 報酬額

市　長
（職務執行者）

78万円 議　長 28万円

助　役 66万円 副議長 19万円

収入役 60万円 常任委員長 18万円

教育長 57万円 議　員 17万円

敬老会は、対象年齢を75歳以上とし、旧町ごとに開催します。

介護保険事業は、田方南部広域行政組合の例により統一します。

保育所の保育料は、合併時までに調整します。

資源ごみ集団回収は、修善寺町の例により統一します。

消防団は、現状を基本に新市に引き継ぎます。

新市の特別職等の報酬額を決定しました。

敬老祝い金等は修善寺町の例により統一し、主な高齢者福祉事業は調整し、新市に引き継ぎます。

介護認定審査会は、合併時に新市と関係町村と調整し設置します。

子育て支援事業、放課後児童クラブは、調整し実施します。
出産祝金は新市において実施します。保育所・保育園の給食、一時保育等も合併時までに調整

し実施します。

一般廃棄物集積場整備事業は中伊豆町の例により統一します。
環境美化事業は、現行のとおり新市に引き継がれ、合併後2年以内に統一します。また、

病害虫等駆除対策は、土肥町の例により統一します。ただし、消毒機購入補助金は廃止します。

○教育委員会・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会・農業委員会
…委員長7千円、委員6千円（日額）○監査委員9千円（日額）○選挙長
ほか選挙執行関係者…国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第
14条の規定による額（日額）○情報公開審査会委員…1万円（日額）○
民間交通指導員…7千円（月額）○その他条例等で定める委員…委員長6
千円、委員5.5千円（日額） ※ 議員（議長、副議長、常任委員長を含む。）について
は、在任特例期間（合併時～平成16年10月31日）の議員に対する報酬額として決定しました。

特 別 職 等 の 報 酬 額

組織体制は合併時までに調整し、報酬手当等も合併時までに調整します。
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1 協議事項
(38) 各種事務事業の取扱い（福祉関係事業）

社会福祉について
(39) 各種事務事業の取扱い（福祉関係事業）

高齢者福祉について
(40) 介護保険事業の取扱いについて
2 新規提案事項
(41) 各種事務事業の取扱い（福祉関係事業）

児童母子福祉について
(42) 各種事務事業の取扱い（福祉関係事業）

障害者福祉について
(43) 各種事務事業の取扱い（保健衛生事業）

について
(44) 各種事務事業の取扱い（環境対策事業）

について
(45) 各種事務事業の取扱い（その他の事業）

広域行政窓口サービス事業について
(46) 公共的団体等の取扱いについて
(47) 消防団の取扱いについて
(48) 公の施設の取扱いについて
(49) 各種事務事業の取扱い（その他の事業）

特別職等の報酬について
3 その他　今後の日程について

第10回合併協議会の次第具
類
等
洗
濯
乾
燥
消
毒
サ
ー
ビ
ス
事

業
○
徘
徊
高
齢
者
家
族
支
援
サ
ー
ビ

ス
事
業
○
生
活
管
理
指
導
事
業
（
指

導
員
派
遣
）

⑩
次
の
事
務
事
業
は
、
地
域
の
実
情
等

を
考
慮
し
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に

引
き
継
ぎ
、
調
整
す
る
。

○
高
齢
者
福
祉
施
設
の
管
理
○
地
域

ケ
ア
推
進
事
業
○
在
宅
介
護
訪
問
指

導
○
配
食
サ
ー
ビ
ス
○
生
活
管
理
指

導
事
業
（
短
期
宿
泊
）
○
緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム
○
高
齢
者
の
生
き
が
い
と

健
康
づ
く
り
推
進
事
業

⑪
次
の
事
務
事
業
は
、
現
行
の
と
お
り

新
市
に
引
き
継
ぐ
。

○
福
祉
機
器
・
用
具
の
貸
出
○
住
宅

改
修
支
援
事
業
（
理
由
書
助
成
分
）

○
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
巡
回
相
談

⑫
次
の
事
務
事
業
は
、
国
・
県
の
制
度

等
に
準
拠
し
、
新
市
に
お
い
て
実
施

す
る
。

○
老
人
ク
ラ
ブ
活
動
等
補
助
○
老
人

ク
ラ
ブ
連
合
会
補
助
○
老
人
保
護
措

置
事
業
○
老
人
日
常
生
活
用
具
給
付

等
○
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
事
業

新
規
提
案
事
項

調
整
し
、新
市
に
お
い
て
実
施
す
る
。

○
保
育
料
○
出
産
祝
金

④
次
の
事
務
事
業
は
、
地
域
の
実
情
を

考
慮
し
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
し
新

市
に
お
い
て
実
施
す
る
。

○
保
育
所
・
保
育
園
事
業
○
保
育
所
・

保
育
園
の
給
食
○
一
時
保
育
○
子
育

て
支
援
事
業
○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

⑤
次
の
事
務
事
業
は
、
四
町
差
異
が
な

い
た
め
、
現
行
の
と
お
り
、
新
市
に

引
き
継
ぐ
。
○
母
子
（
寡
婦
）
福
祉

資
金
貸
付
○
児
童
扶
養
手
当
等

以
上
の
五
点
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

第
四
十
二
号
　
福
祉
関
係
事
業

障
害
者
福
祉
に
つ
い
て

①
障
害
者
福
祉
計
画
は
、
合
併
後
二
年

以
内
に
、
策
定
す
る
。

②
在
宅
障
害
者
共
同
作
業
所
通
所
費
助

成
は
、
合
併
時
に
、
新
市
に
お
い
て

実
施
す
る
。

③
重
度
身
体
障
害
者(

児)

日
常
生
活
用

具
給
付
は
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
し

新
市
に
お
い
て
実
施
す
る
。

④
次
の
事
務
事
業
は
、
合
併
時
に
、
修

善
寺
町
の
例
に
よ
り
統
一
す
る
。

○
重
度
障
害
者
（
児
）
医
療
費
助
成

事
業
○
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
掛
金

助
成
事
業
○
タ
ク
シ
ー
利
用
料
助
成

事
業

⑤
そ
の
他
の
障
害
者
福
祉
事
業
は
、
四

町
差
異
が
な
い
た
め
、
現
行
の
と
お

り
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

以
上
の
五
点
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

第
四
十
三
号
　
保
健
衛
生
事
業
に
つ
い
て

①
健
康
日
本
21
計
画
は
、
合
併
後
二
年

以
内
に
、
策
定
す
る
。

②
母
子
保
健
計
画
は
、
合
併
後
二
年
以

内
に
、
策
定
す
る
。

③
母
子
保
健
事
業
に
つ
い
て
は
、
地
域

性
を
考
慮
し
、
合
併
時
ま
で
に
調
整

す
る
。

④
健
康
づ
く
り
推
進
事
業
は
、
合
併
時

ま
で
に
調
整
し
、
実
施
す
る
。
た
だ

し
、
温
泉
活
用
事
業
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

⑤
次
の
事
務
事
業
は
、
合
併
時
ま
で
に

調
整
し
、
実
施
す
る
。

○
献
血
○
生
活
習
慣
病
予
防
事
業
○

健
康
福
祉
ま
つ
り
○
各
種
健
（
検
）

診
事
業
○
各
種
相
談
（
健
康
・
栄
養

・
育
児
）
○
歯
科
事
業

⑥
次
の
事
務
事
業
は
、
合
併
時
に
、
修

善
寺
町
の
例
に
よ
り
統
一
す
る
。

○
結
核
予
防
事
業
○
食
中
毒
予
防
事

業
○
予
防
接
種
事
業

⑦
乳
幼
児
医
療
費
助
成
事
業
は
、
四
町

差
異
が
な
い
た
め
、
現
行
の
と
お
り

新
市
に
引
き
継
ぐ
。

以
上
の
七
点
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

⑦
資
源
ご
み
集
団
回
収
は
、合
併
時
に
、

修
善
寺
町
の
例
に
よ
り
統
一
す
る
。

⑧
土
肥
町
の
ご
み
処
理
手
数
料
は
、
合

併
時
に
廃
止
す
る
。

⑨
一
般
廃
棄
物
集
積
場
整
備
事
業
は
、

合
併
時
に
、
中
伊
豆
町
の
例
に
よ
り

統
一
す
る
。

⑩
廃
棄
物
処
理
計
画
は
、
合
併
後
、
速

や
か
に
策
定
す
る
。

⑪
火
葬
場
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。
た
だ
し
、
土

肥
町
の
霊
柩
車
運
行
は
、
合
併
後
五

年
以
内
に
廃
止
を
検
討
す
る
。

⑫
次
の
事
務
事
業
は
現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぐ
。

○
し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥
の
収
集
及
び

処
分
○
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
対
策
○
公
害

防
止
協
定
○
公
害
調
査
○
ご
み
資
源

化
○
ご
み
の
分
別
・
収
集
方
法
○
ご

み
の
運
搬
体
制
・
排
出
方
法
○
一
般

廃
棄
物
最
終
処
分
場
○
広
域
廃
棄
物

処
理
施
設
整
備
計
画

以
上
の
十
二
点
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

第
四
十
五
号
　
広
域
行
政
窓
口
サ
ー
ビ

ス
事
業
に
つ
い
て

駿
豆
広
域
行
政
窓
口
サ
ー
ビ
ス
事
業

は
、
四
町
差
異
が
な
い
た
め
、
現
行
の

と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

以
上
の
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

第
四
十
六
号
　
公
共
的
団
体
等
の
取
扱

い
に
つ
い
て

四
町
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
す
る
公
共
的

団
体
に
つ
い
て
は
、
新
市
の
一
体
性
を

確
保
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
を

尊
重
し
な
が
ら
、
統
合
を
促
進
す
る
。

以
上
の
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

第
四
十
七
号
　
消
防
団
の
取
扱
い
に
つ

い
て

消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
現

状
を
基
本
に
新
市
に
引
き
継
ぎ
統
合
す

る
。新

市
の
消
防
団
の
組
織
体
制
、
報

酬
手
当
等
は
合
併
時
ま
で
に
調
整
す

る
。

以
上
の
十
二
点
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

第
四
十
号
　
介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い

に
つ
い
て

①
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
合
併
時
ま

で
に
、
新
市
の
事
業
計
画
を
策
定
す

る
。

②
介
護
保
険
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併

時
に
、
修
善
寺
町
・
天
城
湯
ケ
島
町

・
中
伊
豆
町
（
田
方
南
部
広
域
行
政
組

合
）
の
例
に
よ
り
統
一
す
る
。
た
だ

し
、
介
護
認
定
審
査
会
は
、
合
併
時

に
、
新
市
と
関
係
町
村
と
調
整
し
設

置
す
る
。

以
上
の
二
点
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

第
四
十
一
号
　
福
祉
関
係
事
業

児
童
母
子
福
祉
に
つ
い
て

①
子
育
て
支
援
計
画
（
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ

ン
）
は
、
合
併
後
二
年
以
内
に
策
定

す
る
。

②
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
事
業

は
、
合
併
時
に
、
修
善
寺
町
の
例
に

よ
り
統
一
す
る
。

③
次
の
事
務
事
業
は
、
合
併
時
ま
で
に

第
四
十
四
号
　
環
境
対
策
事
業
に
つ
い

て

①
環
境
に
関
す
る
計
画
及
び
環
境
に
関

す
る
条
例
は
、
合
併
後
、
新
市
に
お

い
一
年
以
内
に
策
定
す
る
。

②
環
境
審
議
会
は
、
合
併
時
に
、
新
市

に
お
い
て
設
置
す
る
。

③
環
境
美
化
事
業
は
、
地
域
の
実
情
を

考
慮
し
、
現
行
ど
お
り
新
市
に
引
き

継
ぎ
、
合
併
後
ニ
年
以
内
に
統
一
す

る
。

④
不
法
投
棄
ご
み
防
止
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
ニ
年
以
内

に
事
業
内
容
を
統
一
す
る
。

⑤
病
害
虫
等
駆
除
対
策
は
、合
併
時
に
、

土
肥
町
の
例
に
よ
り
統
一
し
、
消
毒

機
は
新
市
に
お
い
て
貸
与
す
る
。
た

だ
し
、
消
毒
機
購
入
補
助
金
は
廃
止

す
る
。

⑥
生
ご
み
処
理
機
購
入
費
補
助
は
、
合

併
時
ま
で
に
調
整
し
、
新
市
に
お
い

て
実
施
す
る
。
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第
四
十
二
号
　
福
祉
関
係
事
業

障
害
者
福
祉
に
つ
い
て

前
回
提
出
し
た
協
定
内
容
（
本
誌
二

頁
中
段
）
の
案
を
決
定
し
ま
し
た
。

第
四
十
三
号
　
保
健
衛
生
事
業
に
つ
い
て

前
回
提
出
し
た
協
定
内
容
（
本
誌
二

頁
中
段
）
の
案
を
決
定
し
ま
し
た
。

第
四
十
四
号
　
環
境
対
策
事
業
に
つ
い
て

前
回
提
出
し
た
協
定
内
容
（
本
誌
二

頁
中
段
）
の
案
を
決
定
し
ま
し
た
。

第
四
十
五
号
　
広
域
行
政
窓
口
サ
ー
ビ

ス
事
業
に
つ
い
て

前
回
提
出
し
た
協
定
内
容
（
本
誌
二

頁
下
段
）
の
案
を
決
定
し
ま
し
た
。

第
四
十
六
号
　
公
共
的
団
体
等
の
取
扱

い
に
つ
い
て

前
回
提
出
し
た
協
定
内
容
（
本
誌
二

頁
下
段
）
の
案
を
決
定
し
ま
し
た
。

第
四
十
七
号
　
消
防
団
の
取
扱
い
に
つ

い
て

前
回
提
出
し
た
協
定
内
容
（
本
誌
二

頁
下
段
）
の
案
を
決
定
し
ま
し
た
。

第
四
十
八
号
　
公
の
施
設
の
取
扱
い

に
つ
い
て

前
回
提
出
し
た
協
定
内
容
（
本
頁
上

段
）
の
案
を
決
定
し
ま
し
た
。

第
四
十
九
号
　
特
別
職
等
の
報
酬
に
つ

い
て

前
回
提
出
し
た
報
酬
額
案
（
本
頁
上

段
）
の
う
ち
②
新
市
議
会
議
員
の
合
併

特
例
法
の
在
任
特
例
期
間
後
（
平
成
16

年
11
月
1
日
〜
）の
報
酬
額
に
つ
い
て
、

新
市
が
施
行
し
て
か
ら
八
か
月
の
検
討

期
間
が
あ
り
、
当
合
併
協
議
会
に
て
協

議
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
幹
事
会
で

判
断
さ
れ
た
た
め
、
前
回
提
出
し
た
案

の
「
合
併
特
例
法
の
在
任
特
例
期
間
後

（
平
成
16
年
11
月
1
日
〜
）」
の
市
議
会

議
員
の
報
酬
額
の
部
分
を
削
除
し
た
修

正
案
が
再
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

一
部
協
議
会
委
員
か
ら
新
市
議
員
の

定
数
を
段
階
的
な
定
数
に
決
定
し
た
経

緯
等
か
ら
、
修
正
前
の
報
酬
額
案
を
協

議
す
る
意
義
も
あ
る
と
の
意
見
が
あ
り

1 協議事項
(41) 各種事務事業の取扱い（福祉関係事業）

児童母子福祉について
(42) 各種事務事業の取扱い（福祉関係事業）

障害者福祉について
(43) 各種事務事業の取扱い（保健衛生事業）

について
(44) 各種事務事業の取扱い（環境対策事業）

について
(45) 各種事務事業の取扱い（その他の事業）

広域行政窓口サービス事業について
(46) 公共的団体等の取扱いについて
(47) 消防団の取扱いについて
(48) 公の施設の取扱いについて
(49) 各種事務事業の取扱い（その他の事業）

特別職等の報酬について
2 新規提案事項
(50) 平成14年度修善寺町外3町合併協議会

決算の認定について
(51) 平成15年度修善寺町外3町合併協議会

補正予算(第1回)について
(52) 各種事務事業の取扱い(農林水関係事業)

について
(53) 各種事務事業の取扱い(観光、商工関係

事業)について
(54)  一部事務組合等の取扱いについて
(55)  使用料、手数料等の取扱いについて
3 その他
今後の日程確認

第11回合併協議会の次第

第
五
十
号
　
平
成
十
四
年
度
修
善
寺
町

外
三
町
合
併
協
議
会
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
度
の
合
併
協
議
会
決
算

に
つ
い
て
歳
入
総
額
を
二
千
二
百
二
十

万
四
千
十
二
円
、
歳
出
総
額
を
一
千
六

十
七
万
七
千
十
四
円
、
歳
入
歳
出
差
引

額
を
一
千
百
五
十
二
万
六
千
九
百
九
十

八
円
と
す
る
決
算
内
容
と
、
監
査
結
果

が
報
告
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

（
本
誌
四
頁
下
段
参
照
）

第
五
十
一
号
　
平
成
十
五
年
度
修
善
寺

町
外
三
町
合
併
協
議
会
補
正

予
算
（
第
一
回
）
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
度
の
合
併
協
議
会
の
予

算
を
歳
入
歳
出
予
算
総
額
に
歳
入
歳
出

そ
れ
ぞ
れ
五
百
五
十
二
六
千
円
を
追
加

し
、
予
算
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

四
千
五
百
五
十
二
万
八
千
円
と
す
る
案

が
提
出
さ
れ
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

第
五
十
二
号
　
農
林
水
産
関
係
事
業
に

つ
い
て

①
農
林
水
産
関
係
事
業
計
画
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぐ
。

②
地
域
活
性
化
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

③
農
林
水
産
業
施
設
の
維
持
補
修
に
係

る
原
材
料
支
給
事
業
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、

制
度
の
統
一
を
図
る
。
た
だ
し
、
原

材
料
支
給
に
係
る
地
元
負
担
金
は
、

合
併
時
に
廃
止
す
る
。

④
受
益
者
が
特
定
さ
れ
る
農
林
水
産
業

施
設
整
備
事
業
等
に
係
る
受
益
者
負

担
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り

と
し
、
合
併
後
二
年
以
内
に
統
一
す

る
。

⑤
漁
港
施
設
及
び
漁
港
区
域
の
占
用
料

議
　
員
　
　
十
七
万
円
（
月
額
）

合
併
特
例
法
の
在
任
特
例
期
間
後

（
平
成
16
年
11
月
１
日
〜
）

議
　
長
　
　
三
十
五
万
円（
月
額
）

副
議
長
　
　
ニ
十
九
万
円（
月
額
）

常
任
委
員
長
ニ
十
七
万
円（
月
額
）

議
　
員
　
　
ニ
十
六
万
円（
月
額
）

③
新
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
者

○
教
育
委
員
会
○
選
挙
管
理
委
員
会

○
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
○
農

業
委
員
会
に
つ
い
て
は
、

委
員
長
　
　
七
千
円
（
日
額
）

委
　
員
　
　
六
千
円
（
日
額
）

○
監
査
委
員
　
九
千
円
（
日
額
）

○
選
挙
長
○
投
票
管
理
者
○
開
票
管

理
者
○
投
票
立
会
人
○
開
票
立
会
人

○
選
挙
立
会
人
に
つ
い
て
は
、

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費

の
基
準
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の

規
定
に
よ
る
額

○
社
会
教
育
委
員
○
公
民
館
運
営
審

議
委
員
会
○
青
少
年
問
題
協
議
会
○

文
化
財
保
護
審
議
委
員
○
体
育
指
導

員
○
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
○
使
用

料
等
審
議
会
○
総
合
計
画
審
議
会
○

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
○
中
豆

以
上
の
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

第
四
十
八
号
　
公
の
施
設
の
取
扱
い

に
つ
い
て

公
の
施
設
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。
な

お
、
名
称
に
つ
い
て
は
、
現
行
名
を
基

本
と
し
分
か
り
や
す
い
名
称
に
合
併
時

ま
で
に
調
整
す
る
。

以
上
の
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

第
四
十
九
号
　
特
別
職
等
の
報
酬
に
つ

い
て

特
別
職
等
の
報
酬
額
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

①
新
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
者
及

び
教
育
長

市
　
長
　
　
七
十
八
万
円（
月
額
）

助
　
役
　
　
六
十
六
万
円（
月
額
）

収
入
役
　
　
六
十
万
円
（
月
額
）

教
育
長
　
　
五
十
七
万
円
（
月
額
）

市
長
職
務
執
行
者
　
市
長
と
同
額

②
新
市
議
会
議
員

合
併
特
例
法
の
在
任
特
例
期
間
（
合

併
時
〜
平
成
16
年
10
月
31
日
）

議
　
長
　
　
ニ
十
八
万
円（
月
額
）

副
議
長
　
　
十
九
万
円
（
月
額
）

常
任
委
員
長
　
十
八
万
円（
月
額
）

斎
場
運
営
委
員
会
○
民
生
委
員
推
薦

委
員
会
○
水
防
協
議
会
に
つ
い
て
は
、

委
員
長
　
　
六
千
円
（
日
額
）

委
　
員
　
　
五
千
五
百
円（
日
額
）

○
情
報
公
開
審
査
会

委
　
員
　
　
一
万
円
（
日
額
）

○
民
間
交
通
指
導
員

指
導
員
　
　
七
千
円
（
月
額
）

○
そ
の
他
条
例
等
で
定
め
る
委
員

委
員
長
　
　
六
千
円
（
日
額
）

委
　
員
　
　
五
千
五
百
円（
日
額
）

以
上
の
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他

次
回
合
併
協
議
会
を
六
月
十

八
日
に
、
第
十
二
回
合
併
協
議
会
を
七

月
二
日
に
と
も
に
修
善
寺
町
総
合
会
館

に
て
開
催
す
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

第
四
十
一
号
　
福
祉
関
係
事
業

児
童
母
子
福
祉
に
つ
い
て

前
回
提
出
し
た
協
定
内
容
（
本
誌
二

頁
中
段
）
の
案
を
決
定
し
ま
し
た
。

第
十
一
回
合
併
協
議
会

6
月
18
日
（
水
）

修
善
寺
町

協
議
事
項

新
規
提
案
事
項

ま
し
た
が
、
採
択
の
結
果
、
修
正
提
出

し
た
報
酬
額
案
が
賛
成
多
数
で
決
定
さ

れ
ま
し
た
。



会報　修善寺町外3町合併協議会 4

【発行・編集】 修善寺町外3町合併協議会事務局
〒410 - 2416 静岡県田方郡修善寺町修善寺307 NTT修善寺ビル1F

Tel 0558‐74‐3066（代表） Fax 0558‐74‐3067
E-mail  gappei@shuzenji.kyogikai.mishima.shizuoka.jp
URL : http://www.izucity.jp

発行部数 : 13,600部（協議会HPで閲覧可）
配 布 先 : 修善寺町・土肥町・天城湯ケ島町・

中伊豆町
印　　刷 : 有限会社　修善寺印刷所

この会報と新市将来構想は、合併協議会ホームページ（URL : http://www.izucity.jp）でご覧いただけます。

合併協定項目一覧表

◎ 1 合併の方式
◎ 2 合併の期日
◎ 3 新市の名称
◎ 4 新市の事務所の位置
◎ 5 財産、債務の取扱い
◎ 6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
◎ 7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
8 地方税の取扱い

◎ 9 一般職の職員の身分の取扱い
◎10  特別職の身分の取扱い
◎11  条例、規則等の取扱い
12  事務組織及び機構の取扱い

○13  一部事務組合等の取扱い
○14  使用料、手数料等の取扱い
◎15  公共的団体等の取扱い
16  補助金、交付金等の取扱い

◎17  町名・字名の取扱い
◎18  慣行の取扱い
19  国民健康保険事業の取扱い

◎20  介護保険事業の取扱い
◎21  消防団の取扱い
◎22  公の施設の取扱い

23 各種事務事業の取扱い
◎ 1 姉妹都市、国際交流事業
◎ 2 電算システム事業
◎ 3 広報広聴関係事業
◎ 4 消防水防防災関係事業
◎ 5 交通関係事業
◎ 6 自治会・行政連絡機構
◎ 7 都市計画関係事業
◎ 8 保健衛生事業
◎10 福祉関係事業
◎11 環境対策事業
○12 農林水産関係事業
○13 観光、商工関係事業
◎14 建設（港湾）関係事業
◎15 上下水道事業
◎16 学校教育事業
17 社会教育（生涯学習）事業
18 公社、第三セクター等の扱い

▲19 その他の事業

●24  新市建設計画（県と事前協議中）

◎は決定された項目、○は提出された項目、●は協議中（小
委員会付託案件も含む。）の項目、▲は一部決定の項目です。

【平成15年6月18日時点】

及
び
土
砂
採
取
料
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

以
上
の
五
点
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

第
五
十
三
号
　
観
光
、
商
工
関
係
事
業

に
つ
い
て

観
光
、商
工
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
事

業
の
推
進
に
努
め
る
。
た
だ
し
、
土
肥

町
の
「
土
肥
温
泉
旅
館
協
同
組
合
及
び

組
合
員
の
近
代
化
資
金
及
び
経
営
安
定

化
資
金
融
資
制
度
」
に
つ
い
て
は
、
合

併
後
一
年
以
内
に
調
整
を
図
る
。

第
五
十
四
号
　
一
部
事
務
組
合
等
の
取

扱
い
に
つ
い
て

一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

①
田
方
南
部
広
域
行
政
組
合
に
つ
い
て

は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
当

該
組
合
を
解
散
し
、
合
併
の
日
に
す

べ
て
の
事
務
及
び
財
産
を
新
市
に
引

き
継
ぐ
。
な
お
、
当
該
組
合
の
職
員

の
身
分
は
、
新
市
の
職
員
と
し
て
引

き
継
ぐ
。

②
田
方
地
区
消
防
組
合
、
西
伊
豆
広
域

消
防
組
合
及
び
土
肥
町
戸
田
村
衛
生

施
設
組
合
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日

の
前
日
を
も
っ
て
当
該
組
合
を
脱
退

し
、
新
市
に
お
い
て
合
併
の
日
に
当

該
組
合
に
加
入
す
る
。
ま
た
、
共
同

処
理
す
る
事
務
の
対
象
は
、
現
行
の

ま
ま
引
き
継
ぐ
。
な
お
、
西
伊
豆
広

域
消
防
組
合
に
つ
い
て
は
、
田
方
地

区
消
防
組
合
と
の
間
で
受
け
入
れ
体

制
が
整
い
次
第
脱
退
す
る
。

③
田
方
郡
交
通
災
害
共
済
組
合
、
駿
豆

学
園
管
理
組
合
、
静
岡
県
市
町
村
非

常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償
組
合
及
び

静
岡
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合

に
つ
い
て
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を

も
っ
て
当
該
組
合
を
脱
退
し
、
新
市

に
お
い
て
合
併
の
日
に
当
該
組
合
に

加
入
す
る
。

④
中
豆
斎
場
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
引

き
継
ぐ
。

⑤
議
会
の
議
決
を
要
す
る
協
議
会
に
つ

い
て
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ

て
当
該
協
議
会
を
脱
退
し
、
新
市
に

お
い
て
合
併
の
日
に
当
該
協
議
会
に

加
入
す
る
。

以
上
の
五
点
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

第
五
十
六
号
　
使
用
料
、
手
数
料
等
の

取
扱
い
に
つ
い
て

使
用
料
、
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
新

市
に
お
け
る
住
民
の
一
体
性
の
確
保
、

負
担
の
適
正
化
及
び
健
全
な
財
政
運
営

を
考
慮
し
、
合
併
時
に
調
整
し
統
一
す

る
。
た
だ
し
、
合
併
時
に
統
一
が
困
難

な
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て

調
整
す
る
。

以
上
の
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他

次
回
合
併
協
議
会
を
七
月
二
日
に
、

第
十
三
回
合
併
協
議
会
を
七
月
十
六
日

に
そ
れ
ぞ
れ
修
善
寺
町
総
合
会
館
で
開

催
す
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

款・項・目 予　算 収入済額 収入未済額 備　考

1負担金
1負担金
1負担金

22,000,000 22,000,000 0 合併協議会負担金
（1町550万円）

2諸収入
1諸収入
1預金利子

2,000

1,000

204,012

12

0

0
預金利子

1諸収入
2雑　入 1,000 204,000 0 交流会会費

歳 入 計 22,002,000 22,204,012 0

款・項・目 予　算 支出済額 不 用 額 備　考

1総務費
1総務管理費
1事務局費

8,900,000
8,900,000

6,156,132
6,156,132

2,743,868
2,743,868

臨時職員給与
事務室借上料
事務機器借上料

2事業費
1事業推進費
1会議費

12,602,000
4,012,000

4,520,882
1,754,302

8,081,118
2,257,698

協議会委員報酬等

1事業推進費
2調査研究費 7,827,000 2,112,570 5,714,430

建設計画策定支
援、事務一元化
支援等委託

1事業推進費
3広報広聴費 763,000 654,010 108,990

印刷製本費
ホームページ
機器借上料

3予備費
1予備費
1予備費

500,000
500,000

0
0

500,000
500,000

歳 出 計 22,002,000 10,677,014 11,324,986

歳入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

歳出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

平成14年度　修善寺町外3町合併協議会
歳入歳出決算の内訳


